
個別通知等に関する取組について

福岡県子育て支援課母子保健係
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● 協議事項

    １ 被害を受けた方々への支給手続き周知のための個別通知に関すること

    ２ 被害を受けた人々への支給手続き周知のために必要なこと

● 構成員

 座長および委員 計７名

 ※ 弁護士、障がい者団体等（４名）、医師、行政

● 開催実績

 令和６～７年度 ３回開催済み ※ 10月に４回目を開催予定

旧優生保護法補償金等に係る
支給手続き周知のための検討会議の開催

福岡県の
取り組み
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検討会議における委員の意見を踏まえ・・・

障がいのある方やその家族・支援者向けのわかりやすいリーフレットを作成
● イラストを挿入し、障がいのある方も親しみやすいリーフレットにする。
● 文書による制度の説明だけではなく、自身が優生手術を受けた可能性に

 気付くきっかけとなるマンガやイラストを掲載する。
● 家族や支援者向けのメッセージを記載し、リーフレットを活用して説明して

もらえる内容にする。

リーフレット作成にあたっては、障がい団体等の代表により構成するワーキング
会議を開催し、リーフレットの内容や配布方法、周知のための研修などを協議し
ながら進めている（令和８年１月配布予定）。

福岡県の
取り組み

２ わかりやすい周知用リーフレットを作成
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 嘱託医の任用
福岡県の
取り組み

３
優生手術が実施されていた頃の医療機関の診療録は、医療分野で使われる

専門用語に加えて、ドイツ語や英語で記載されている場合も多い

当時の記録を確認できる医師（産婦人科）を嘱託医として任用

医療機関から提供される診療録や、

補償金等請求書類に添付される診療録の内容を確認。

その他、医療機関へ情報提供を依頼する際に同行 など。
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